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白子町監査委員告示第１０号 

 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定により、住民

監査請求について、監査した結果を次のとおり公表します。  
 

令和８年３月２７日 

 

白子町監査委員 地 引 久 貴 

 

白子町監査委員 大 多 和 秀 一 

 

 

記 

 

第１ 請求人 

（白子町在住者） 

 

第２ 請求の内容 

請求人から令和８年１月３０日に提出された住民監査請求書及びその事実

を証する書面の内容をまとめると以下のとおりである。 

（令和８年１月３０日住民監査請求書） 

地方自治法第２４２条第１項の規定に基づき、別紙事実証明書を添え必要な措

置を請求する、下記のとおり住民監査請求を行います。 

１ 請求の対象となる財務会計行為 

白子町が実施する委託型地域おこし協力隊制度に関し、地域おこし協力隊員

であるＡ氏に係る委託契約の締結、活動経費の支出、とりわけ動画制作・編集

業務を第三者に再委託したとされる支出、及びこれに付随する決裁・支払行為

一切（令和７年７月分から現在までの支出分）。 

２ 請求の要旨 

上記財務会計行為について、地方自治法第２３２条の２に反する違法又は不

当な支出が行われていないかを監査し、違法又は不当と認められる支出につい

ては返還その他必要な措置を講ずること又、重大な損益をもたらす原因を作成

した起案者、Ｂ氏の処分並びに前町長に対して返還請求を現町長に求める。 

３ 請求の理由 

Ａ氏は、委託型地域おこし協力隊として、動画撮影・編集・ＳＮＳ発信等を

主たる役務内容として委託を受けている。しかしながら、当該中核的業務につ

いて、複数の第三者に対し反復継続的に再委託が行われ、その費用が活動経費

として計上されている疑いがある。 
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委託契約においては、原則として受託者本人が役務を提供することが予定さ

れており、中核業務を恒常的に第三者へ再委託することは、委託契約の趣旨及

び地域おこし協力隊制度の趣旨に反する。 

また、再委託費について消費税を含む税込額での支払いが行われているとさ

れるが、再委託先が適格請求書発行事業者であるか否か、適格請求書の保存が

なされているかについて、町が確認した形跡が見当たらない。仮に再委託先が

免税事業者である場合、消費税の仕入税額控除は認められず、消費税相当額を

含めた支出は不当となる可能性がある。 

以上のとおり、本件はＡ氏個人の活動態様にとどまらず、町による支出審査

及び内部統制の不備が強く疑われるものであり、監査委員による厳格な監査が

必要である。 

４ 求める措置 

（１）Ａ氏に係る再委託費を含む活動経費支出の適法性・妥当性の監査 

（２）違法又は不当な支出が認められた場合の返還その他の措置 

（３）再委託の可否・基準を含む制度運用の見直し及び再発防止策の実施 

（４）地域おこし協力隊委託型設置要綱起案者、及び前町長への責任追及 

（添付されている事実証明書） 

（令和８年１月３０日住民監査請求書） 

１ 起案書（令和５年８月２２日付け起案） 

２ 起案書（令和６年１月２５日付け起案） 

（令和８年２月６日追加資料提出） 

１ 委託型地域おこし協力隊活動計画書（Ａ） 

２ 委託型地域おこし協力隊１次選考（書類審査）用チェックシート他一式 

３ 白子町委託型地域おこし協力隊業務委託契約書 

４ 委託料請求書（2025 年 2 月 5 日） 

５ 委託料請求書（2025 年 3 月 4 日） 

６ 委託料請求書（2025 年 4 月 2 日） 

７ 委託料請求書（2025 年 5 月 7 日） 

８ 委託料請求書（2025 年 6 月 1 日） 

９ 委託料請求書（2025 年 7 月 1 日） 

１０ 委託料請求書（2025 年 8 月 2 日） 

１１ 委託料請求書（2025 年 9 月 2 日） 

１２ 委託料請求書（2025 年 10 月 1 日） 

１３ 委託料請求書（2025 年 11 月 1 日） 

１４ 委託料請求書（2025 年 12 月 1 日） 

１５ 賃貸借契約書 

１６ 請求書・領収書一式 
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第３ 請求の受理 

令和８年１月３０日に受付した住民監査請求（以下「本件監査請求」という。）

については、監査委員事務部局の補正指導の補助執行後、地方自治法第２４２

条第１項に基づく要件を具備しているものと認め、令和８年３月４日付けで受

理した。 

 

第４ 監査の実施 

１ 監査対象事項 

本件監査請求の要旨及び請求する措置並びに事実を証する書面から、委託

型地域おこし協力隊活動における「公金の支出」について、白子町委託型地

域おこし協力隊業務委託契約書や委託型地域おこし協力隊活動計画書（Ａ）、

支出関係書類等の関係書類及び法令等に基づき監査を行う。 

なお、請求人が主張する「…重大な損益をもたらす原因を作成した起案者、

Ｂ氏の処分…」については、先行の住民監査請求で同様に請求対象となって

いるため、本件から除外する。 

２ 監査対象部署 

町企画財政課 

３ 監査の期間 

   令和８年１月３０日から令和８年３月２７日まで 

４ 請求人による証拠の提出及び陳述 

法第２４２条第７項に規定する請求人からの証拠の提出については、令和

８年１月３０日に提出された。なお、請求人の陳述については、令和８年２

月５日に実施した。また、請求人からの追加の証拠の提出については、令和

８年２月６日に追加提出された。 

 

第５ 監査の結果 

（１）事実関係の確認 

監査対象事項に関し、請求人から提出された本件監査請求（追加資料含む）

及び請求人の陳述、関係書類の調査並びにこれらに係る法令等から、次の事

実を確認した。 

ア 委託契約の概要 

町は、令和７年４月１日付け白子町委託型地域おこし協力隊業務委託契約

書により、委託型地域おこし協力隊員のＡ氏と業務委託契約を締結した。 

同契約書第７条には、再委託の制限として、「受託者は、本業務を第三者に

再委託してはならない。ただし、委託者が承諾したときは、この限りでない。」

と規定している。 

また、白子町委託型地域おこし協力隊業務委託仕様書には、個別事項とし

て６項目の業務内容が定められている。 
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①デジタルメディア（ＳＮＳなど）を活用したシティプロモーション活動 

②ＰＲ動画の作成 

③広報紙等の掲載写真の撮影および提供 

④インスタ映えスポットづくり 

⑤新たなビジネスモデルの確立 

⑥その他、地域の資源や魅力を活用した地域の活性化を推進する活動 

また、同様に共通事項として６項目の業務内容が定められている。 

①地域振興に資する事業との連携や他の隊員との協力体制を構築し、相乗

効果を図るものとする。 

②地域主催の会合や地域行事等へ積極的に参加するものとする。 

③町、隊員及び関係者等の連絡会議に参加するものとする。 

④町が行う地域おこし協力隊の広報活動（町広報への寄稿等）に協力する

ものとする。 

⑤業務に関して積極的な情報発信に努めるものとする。 

⑥任期後の定住に向けた起業・事業継承の準備を行うものとする。 

イ Ａ氏の活動について 

令和７年４月１日から白子町委託型地域おこし協力隊となり活動を開始

した。 

委託型地域おこし協力隊活動計画書（Ａ）では、活動目的を「ショート動

画を活用した町の魅力発信により、観光客や移住希望者の増加を促す。町民

にも町の良さを再認識してもらい、地域愛を高める。外部との交流のきっか

けを創出し、地域経済の活性化につなげる。また、議会 YouTube 配信等の運

用サポートを含めた」とある。 

活動日数は、令和７年４月は２１日、５月は２１日、６月は２１日、７月

は２２日、８月は２１日、９月は２２日、１０月は２３日、１１月は２０日、

１２月は２０日、令和８年１月は２０日、である。 

ウ 再委託の実態 

監査の結果、当該隊員は、動画編集等の業務の一部を外部人材に再委託し、

当該再委託先に対して金品の支払いを行っていたことが確認された。 

一方、町においては、再委託を承諾する旨の文書による決裁、又はこれに

準ずる正式な手続は行われていなかった。しかしながら、毎月の委託料請求

書提出時に町担当職員が活動内容のヒアリング等を実施するタイミングで

事後承諾として再委託の事実を認識・把握し、委託料の支払いに至っている。 

エ 町企画財政課の対応 

毎月一回、委託型地域おこし協力隊活動月報等の提出時に現状のヒアリン

グ等を実施。併せて、委託料請求書を受領。 

３ 監査委員の判断（法的評価） 

（１）再委託制限条項の意義 
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本件委託契約における再委託制限条項は、受託者個人の能力及び資質を前

提として業務を委託するとともに、業務の履行状況及び公金の使途を町が直

接的に把握・管理することを目的とするものであり、本契約における重要な

条項であると解される。 

（２）町の承諾の有無について 

行政契約において、契約条項の例外を認める行為は、当該条項の趣旨に照

らし、明示的かつ客観的に確認可能な形で行われる必要がある。 

しかしながら、本件においては、町担当職員が再委託の事実を認識してお

り、再委託を承諾する旨の正式な決裁その他の手続を取らなかったものの、

毎月一回、委託型地域おこし協力隊活動月報等の提出時に活動状況等のヒア

リング等を実施し、併せて委託料請求書を受領したことにより、事後的に再

委託の手続きを承諾したと判断している。 

（３）支出の適法性及び不当性について 

本件支出について、直ちに地方自治法上の違法な支出であると断定するこ

とは困難である。 

しかしながら、町の正式な書面での決裁を得ることなく再委託が行われ、

その費用が実質的に公金から支出されている点において、契約条件に沿った

履行がなされているとは言い難い。 

特に、再委託に要した費用相当額については、その全額について町が負担

すべき合理性があるか否かは慎重に検討されるべきである。 

この点において、本件支出の正当性には疑義が生じる。 

（４）町企画財政課の注意義務違反 

町企画財政課については、毎月一回の委託料請求時での審査に際し、書類

内容の精査等が厳正に実施されていたのかが疑問である。 

もっとも、膨大な通常業務を執行しつつ、本件のような再委託を詳細まで

把握し事前対応することは難しい面もあり、担当者の行為が直ちに地方自治

法第２４３条の２の８に規定する「職員の故意又は重大な過失」に該当する

とまでは認められないと判断する。 

町企画財政課には本件の原因究明を早期に求めるとともに、担当個人のみ

に過度の負担を強いることなく、組織としての審査体制・内部基準の不明確

さを見直し、適切な事務事業の執行となるよう対応することを求める。 

特に、委託料請求書及び添付書類の審査手順を整備し、組織で共有するこ

と、活動実績と経費の整合性を確認するチェック体制を構築すること、など

の措置を早急に講ずるよう求める。 

４ 結論 

以上のことから、本件監査請求については、次のとおり判断する。 

（１）本件支出について、違法とまでは認められない。 

（２）しかしながら、再委託に関する町の正式な書面での決裁手続が行わ
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れていないまま支出がなされている点において、正当性には疑義が生じる。 

よって、町においては、再委託費用相当額について、返還を含めた対応の

要否を速やかに検討し報告すること、今後、委託業務においては、再委託の

可否に関する承諾手続及び履行管理を厳格に行う体制を整備すること、が必

要であるとの意見を付す。 

また、本件は、個々の受託者や担当職員の善意や努力の有無を問うもので

はなく、公金を原資とする委託業務における契約管理及び内部統制の在り方

が問われた事案である。 

同様の問題が再発することのないよう、制度及び運用の改善が求められる。 

以上のとおり、本件住民監査請求については、一部に理由があるものと認

め、これを認容することとし、一部に理由がないため、これを認容しないこ

ととし、法第２４２条第５項の規定により、監査委員の合議により決定する。 

 

 

以上 


